
（
内
国
税
の
適
正
な
課
税
の
確
保
を
図
る
た
め
の
国
外
送
金
等
に
係
る
調
書
の
提
出
等

に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
七
条

内
国
税
の
適
正
な
課
税
の
確
保
を
図
る
た
め
の
国
外
送
金
等
に
係
る
調
書
の

提
出
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
九
年
法
律
第
百
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。（

国
外
送
金
等
調
書
の
提
出
）

（
国
外
送
金
等
調
書
の
提
出
）

第
四
条

省

略

第
四
条

同

上

２

国
外
送
金
等
調
書
を
提
出
す
べ
き
金
融
機
関
の
う
ち
、
当
該
国
外
送
金
等
調
書
の

２

同

上

提
出
期
限
の
属
す
る
年
の
前
々
年
の
一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に

提
出
す
べ
き
で
あ
っ
た
国
外
送
金
等
調
書
の
枚
数
と
し
て
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
算
出
し
た
数
が
百
以
上
で
あ
る
も
の
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
者
が
国
外
送
金
等
調
書
に
記
載
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
同
項
に
規
定
す
る
事
項

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
記
載
事
項
」
と
い
う
。
）
を
次
に
掲
げ
る
方
法
の
い
ず

れ
か
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
税
務
署
長
に
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

省

略

一

同

上

二

当
該
記
載
事
項
を
記
録
し
た
光
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
の
財
務
省
令
で
定
め
る
記
録

二

当
該
記
載
事
項
を
記
録
し
た
光
デ
ィ
ス
ク
、
磁
気
テ
ー
プ
そ
の
他
の
財
務
省
令

用
の
媒
体
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
光
デ
ィ
ス
ク
等
」
と
い
う
。
）
を
提
出
す

で
定
め
る
記
録
用
の
媒
体
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
光
デ
ィ
ス
ク
等
」
と
い
う

る
方
法

。
）
を
提
出
す
る
方
法

３
～
６

省

略

３
～
６

同

上

（
国
外
財
産
調
書
の
提
出
）

（
国
外
財
産
調
書
の
提
出
）

第
五
条

居
住
者
（
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
第

第
五
条

居
住
者
（
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
第

三
号
に
規
定
す
る
居
住
者
を
い
い
、
同
項
第
四
号
に
規
定
す
る
非
永
住
者
を
除
く
。

三
号
に
規
定
す
る
居
住
者
を
い
い
、
同
項
第
四
号
に
規
定
す
る
非
永
住
者
を
除
く
。

次
条
第
七
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
そ
の
年
の
十
二
月
三
十
一
日
に
お
い
て
そ
の

次
条
第
七
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
そ
の
年
の
十
二
月
三
十
一
日
に
お
い
て
そ
の

価
額
の
合
計
額
が
五
千
万
円
を
超
え
る
国
外
財
産
を
有
す
る
場
合
に
は
、
財
務
省
令

価
額
の
合
計
額
が
五
千
万
円
を
超
え
る
国
外
財
産
を
有
す
る
場
合
に
は
、
財
務
省
令

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
者
の
氏
名
、
住
所
又
は
居
所
及
び
個
人
番
号
並
び

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
者
の
氏
名
、
住
所
又
は
居
所
及
び
個
人
番
号
並
び

に
当
該
国
外
財
産
の
種
類
、
数
量
及
び
価
額
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
調
書

に
当
該
国
外
財
産
の
種
類
、
数
量
及
び
価
額
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
調
書

（
以
下
「
国
外
財
産
調
書
」
と
い
う
。
）
を
、
そ
の
年
の
翌
年
の
六
月
三
十
日
ま
で

（
以
下
「
国
外
財
産
調
書
」
と
い
う
。
）
を
、
そ
の
年
の
翌
年
の
三
月
十
五
日
ま
で

に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
場
所
の
所
轄
税
務

に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
場
所
の
所
轄
税

署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
同
日
ま
で
に
当
該
国
外
財
産
調
書

務
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
同
日
ま
で
に
当
該
国
外
財
産
調

を
提
出
し
な
い
で
死
亡
し
、
又
は
同
法
第
二
条
第
一
項
第
四
十
二
号
に
規
定
す
る
出

書
を
提
出
し
な
い
で
死
亡
し
、
又
は
同
法
第
二
条
第
一
項
第
四
十
二
号
に
規
定
す
る

国
を
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

出
国
を
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。



一
・
二

省

略

一
・
二

同

上

２

相
続
の
開
始
の
日
の
属
す
る
年
（
以
下
こ
の
項
、
次
条
及
び
第
六
条
の
二
に
お
い

２

相
続
の
開
始
の
日
の
属
す
る
年
（
以
下
こ
の
項
、
次
条
及
び
第
六
条
の
二
第
二
項

て
「
相
続
開
始
年
」
と
い
う
。
）
の
十
二
月
三
十
一
日
に
お
い
て
そ
の
価
額
の
合
計

に
お
い
て
「
相
続
開
始
年
」
と
い
う
。
）
の
十
二
月
三
十
一
日
に
お
い
て
そ
の
価
額

額
が
五
千
万
円
を
超
え
る
国
外
財
産
を
有
す
る
相
続
人
（
遺
贈
（
贈
与
を
し
た
者
の

の
合
計
額
が
五
千
万
円
を
超
え
る
国
外
財
産
を
有
す
る
相
続
人
（
遺
贈
（
贈
与
を
し

死
亡
に
よ
り
効
力
を
生
ず
る
贈
与
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
財
産
を
取
得
し

た
者
の
死
亡
に
よ
り
効
力
を
生
ず
る
贈
与
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
財
産
を

た
者
を
含
む
。
次
条
及
び
第
六
条
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
相
続
開
始
年
の
年

取
得
し
た
者
を
含
む
。
次
条
及
び
第
六
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
相

分
の
国
外
財
産
調
書
に
つ
い
て
は
、
そ
の
相
続
又
は
遺
贈
に
よ
り
取
得
し
た
国
外
財

続
開
始
年
の
年
分
の
国
外
財
産
調
書
に
つ
い
て
は
、
そ
の
相
続
又
は
遺
贈
に
よ
り
取

産
（
次
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
に
お
い
て
「
相
続
国
外
財
産
」
と
い
う
。
）
を

得
し
た
国
外
財
産
（
次
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
に
お
い
て
「
相
続
国
外
財
産
」

除
外
し
た
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
項
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合

と
い
う
。
）
を
除
外
し
た
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
項
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き

に
お
い
て
、
同
項
中
「
国
外
財
産
を
」
と
あ
る
の
は
、
「
国
外
財
産
（
次
項
に
規
定

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
国
外
財
産
を
」
と
あ
る
の
は
、
「
国
外
財
産

す
る
相
続
国
外
財
産
（
同
項
に
規
定
す
る
相
続
開
始
年
に
取
得
し
た
も
の
に
限
る
。

（
次
項
に
規
定
す
る
相
続
国
外
財
産
（
同
項
に
規
定
す
る
相
続
開
始
年
に
取
得
し
た

）
を
除
く
。
）
を
」
と
す
る
。

も
の
に
限
る
。
）
を
除
く
。
）
を
」
と
す
る
。

３

省

略

３

同

上

（
国
外
財
産
に
係
る
過
少
申
告
加
算
税
又
は
無
申
告
加
算
税
の
特
例
）

（
国
外
財
産
に
係
る
過
少
申
告
加
算
税
又
は
無
申
告
加
算
税
の
特
例
）

第
六
条

国
外
財
産
に
関
し
て
生
ず
る
所
得
で
政
令
で
定
め
る
も
の
に
対
す
る
所
得
税

第
六
条

国
外
財
産
に
関
し
て
生
ず
る
所
得
で
政
令
で
定
め
る
も
の
に
対
す
る
所
得
税

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
国
外
財
産
に
係
る
所
得
税
」
と
い
う
。
）
又
は
国
外
財

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
国
外
財
産
に
係
る
所
得
税
」
と
い
う
。
）
又
は
国
外
財

産
に
対
す
る
相
続
税
に
関
し
修
正
申
告
書
若
し
く
は
期
限
後
申
告
書
の
提
出
又
は
更

産
に
対
す
る
相
続
税
に
関
し
修
正
申
告
書
若
し
く
は
期
限
後
申
告
書
の
提
出
又
は
更

正
若
し
く
は
決
定
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
六
条
の
三
に
お
い
て
「
修
正
申
告
等
」
と

正
若
し
く
は
決
定
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
六
条
の
三
に
お
い
て
「
修
正
申
告
等
」
と

い
う
。
）
が
あ
り
、
国
税
通
則
法
第
六
十
五
条
又
は
第
六
十
六
条
の
規
定
の
適
用
が

い
う
。
）
が
あ
り
、
国
税
通
則
法
第
六
十
五
条
又
は
第
六
十
六
条
の
規
定
の
適
用
が

あ
る
場
合
に
お
い
て
、
提
出
期
限
（
前
条
第
一
項
の
提
出
期
限
を
い
う
。
以
下
こ
の

あ
る
場
合
に
お
い
て
、
提
出
期
限
（
前
条
第
一
項
の
提
出
期
限
を
い
う
。
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
内
に
税
務
署
長
に
提
出
さ
れ
た
国
外
財
産
調
書
に
当
該
修
正

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
内
に
税
務
署
長
に
提
出
さ
れ
た
国
外
財
産
調
書
に
当
該
修
正

申
告
等
の
基
因
と
な
る
国
外
財
産
に
つ
い
て
の
同
項
の
規
定
に
よ
る
記
載
が
あ
る
と

申
告
等
の
基
因
と
な
る
国
外
財
産
に
つ
い
て
の
同
項
の
規
定
に
よ
る
記
載
が
あ
る
と

き
は
、
同
法
第
六
十
五
条
又
は
第
六
十
六
条
の
過
少
申
告
加
算
税
の
額
又
は
無
申
告

き
は
、
同
法
第
六
十
五
条
又
は
第
六
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
過
少
申
告
加
算
税
の
額

加
算
税
の
額
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
計
算
し

又
は
無
申
告
加
算
税
の
額
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
に

た
金
額
か
ら
当
該
過
少
申
告
加
算
税
の
額
又
は
無
申
告
加
算
税
の
額
の
計
算
の
基
礎

よ
り
計
算
し
た
金
額
か
ら
当
該
過
少
申
告
加
算
税
の
額
又
は
無
申
告
加
算
税
の
額
の

と
な
る
べ
き
税
額
（
そ
の
税
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
べ
き
事
実
で
当
該
修
正
申
告

計
算
の
基
礎
と
な
る
べ
き
税
額
（
そ
の
税
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
べ
き
事
実
で
当

等
の
基
因
と
な
る
国
外
財
産
に
係
る
も
の
以
外
の
も
の
又
は
隠
蔽
し
、
若
し
く
は
仮

該
修
正
申
告
等
の
基
因
と
な
る
国
外
財
産
に
係
る
も
の
以
外
の
も
の
又
は
隠
蔽
し
、

装
さ
れ
た
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
国
外
財
産
に
係
る
も
の
以
外
の
事
実
等

若
し
く
は
仮
装
さ
れ
た
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
国
外
財
産
に
係
る
も
の
以

」
と
い
う
。
）
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
国
外
財
産
に
係
る
も
の
以
外
の
事
実
等
に
基

外
の
事
実
等
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
国
外
財
産
に
係
る
も
の
以
外
の

づ
く
税
額
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
を
控
除
し
た
税
額

事
実
等
に
基
づ
く
税
額
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
を
控

。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
百
分
の
五
の
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
を
控

除
し
た
税
額
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
百
分
の
五
の
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し

除
し
た
金
額
と
す
る
。

た
金
額
を
控
除
し
た
金
額
と
す
る
。



２

前
項
の
国
外
財
産
調
書
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号

２

前
項
の
国
外
財
産
調
書
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

に
定
め
る
国
外
財
産
調
書
と
す
る
。

号
に
定
め
る
国
外
財
産
調
書
と
す
る
。

一
・
二

省

略

一
・
二

同

上

３

国
外
財
産
に
係
る
所
得
税
又
は
国
外
財
産
に
対
す
る
相
続
税
に
関
し
修
正
申
告
等

３

国
外
財
産
に
係
る
所
得
税
又
は
国
外
財
産
に
対
す
る
相
続
税
に
関
し
修
正
申
告
等

（
死
亡
し
た
者
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
が
あ
り
、
国
税
通
則
法
第
六
十
五
条
又
は

（
死
亡
し
た
者
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
が
あ
り
、
国
税
通
則
法
第
六
十
五
条
又
は

第
六
十
六
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ

第
六
十
六
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
過
少
申
告
加
算
税
の
額
又
は
無
申
告
加

か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
過
少
申
告
加
算
税
の
額
又
は
無
申

算
税
の
額
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た

告
加
算
税
の
額
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
計
算

金
額
に
、
当
該
過
少
申
告
加
算
税
の
額
又
は
無
申
告
加
算
税
の
額
の
計
算
の
基
礎
と

し
た
金
額
に
、
当
該
過
少
申
告
加
算
税
の
額
又
は
無
申
告
加
算
税
の
額
の
計
算
の
基

な
る
べ
き
税
額
に
百
分
の
五
の
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
を
加
算
し
た
金
額
と

礎
と
な
る
べ
き
税
額
に
百
分
の
五
の
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
を
加
算
し
た
金

す
る
。

額
と
す
る
。

一
・
二

省

略

一
・
二

同

上

４

前
項
の
国
外
財
産
調
書
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号

４

前
項
の
国
外
財
産
調
書
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

に
定
め
る
国
外
財
産
調
書
と
す
る
。

号
に
定
め
る
国
外
財
産
調
書
と
す
る
。

一
・
二

省

略

一
・
二

同

上

５

省

略

５

同

上

６

前
条
第
一
項
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む

６

前
条
第
一
項
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
べ
き
国
外
財
産
調
書
が
提
出
期
限
後
に
提
出
さ
れ
、
か

。
）
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
べ
き
国
外
財
産
調
書
が
提
出
期
限
後
に
提
出
さ
れ
、
か

つ
、
修
正
申
告
等
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
国
外
財
産
調
書
の
提
出
が
、
当

つ
、
修
正
申
告
等
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
国
外
財
産
調
書
の
提
出
が
、
当

該
国
外
財
産
調
書
に
係
る
国
外
財
産
に
係
る
所
得
税
又
は
国
外
財
産
に
対
す
る
相
続

該
国
外
財
産
調
書
に
係
る
国
外
財
産
に
係
る
所
得
税
又
は
国
外
財
産
に
対
す
る
相
続

税
に
つ
い
て
の
調
査
が
あ
っ
た
こ
と
に
よ
り
当
該
国
外
財
産
に
係
る
所
得
税
又
は
国

税
に
つ
い
て
の
調
査
が
あ
っ
た
こ
と
に
よ
り
当
該
国
外
財
産
に
係
る
所
得
税
又
は
国

外
財
産
に
対
す
る
相
続
税
に
つ
い
て
更
正
又
は
決
定
が
あ
る
べ
き
こ
と
を
予
知
し
て

外
財
産
に
対
す
る
相
続
税
に
つ
い
て
更
正
又
は
決
定
が
あ
る
べ
き
こ
と
を
予
知
し
て

さ
れ
た
も
の
で
な
い
と
き
（
当
該
国
外
財
産
調
書
の
提
出
が
、
当
該
国
外
財
産
に
係

さ
れ
た
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
国
外
財
産
調
書
は
提
出
期
限
内
に
提
出
さ
れ
た

る
所
得
税
又
は
国
外
財
産
に
対
す
る
相
続
税
に
つ
い
て
の
国
税
通
則
法
第
六
十
五
条

も
の
と
み
な
し
て
、
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

第
六
項
に
規
定
す
る
調
査
通
知
が
あ
る
前
に
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

は
、
当
該
国
外
財
産
調
書
は
提
出
期
限
内
に
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
第
一

項
又
は
第
三
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

７
・
８

省

略

７
・
８

同

上

（
財
産
債
務
調
書
の
提
出
）

（
財
産
債
務
調
書
の
提
出
）

第
六
条
の
二

次
に
掲
げ
る
申
告
書
を
提
出
す
べ
き
者
又
は
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る

第
六
条
の
二

次
に
掲
げ
る
申
告
書
を
提
出
す
べ
き
者
又
は
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る

者
は
、
当
該
申
告
書
に
記
載
す
べ
き
そ
の
年
分
の
総
所
得
金
額
（
所
得
税
法
第
二
十

者
は
、
当
該
申
告
書
に
記
載
す
べ
き
そ
の
年
分
の
総
所
得
金
額
（
所
得
税
法
第
二
十

二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
山

二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
山



林
所
得
金
額
（
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
山
林
所
得
金
額
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て

林
所
得
金
額
（
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
山
林
所
得
金
額
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
合
計
額
が
二
千
万
円
を
超
え
、
か
つ
、
そ
の
年
の
十
二
月
三
十
一
日
に

同
じ
。
）
の
合
計
額
が
二
千
万
円
を
超
え
、
か
つ
、
そ
の
年
の
十
二
月
三
十
一
日
に

お
い
て
そ
の
価
額
の
合
計
額
が
三
億
円
以
上
の
財
産
又
は
そ
の
価
額
の
合
計
額
が
一

お
い
て
そ
の
価
額
の
合
計
額
が
三
億
円
以
上
の
財
産
又
は
そ
の
価
額
の
合
計
額
が
一

億
円
以
上
の
国
外
転
出
特
例
対
象
財
産
（
同
法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る

億
円
以
上
の
国
外
転
出
特
例
対
象
財
産
（
同
法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る

有
価
証
券
等
並
び
に
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
未
決
済
信
用
取
引
等
及
び
同
条
第
三

有
価
証
券
等
並
び
に
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
未
決
済
信
用
取
引
等
及
び
同
条
第
三

項
に
規
定
す
る
未
決
済
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
権
利
を
い
う
。
次
項
及
び
次
条

項
に
規
定
す
る
未
決
済
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
権
利
を
い
う
。
次
項
及
び
次
条

第
二
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
有
す
る
場
合
に
は
、
財
務
省
令
で
定
め
る
と

第
二
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
有
す
る
場
合
に
は
、
財
務
省
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
者
の
氏
名
、
住
所
又
は
居
所
及
び
個
人
番
号
（
個
人
番
号
を
有

こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
者
の
氏
名
、
住
所
又
は
居
所
及
び
個
人
番
号
（
個
人
番
号
を
有

し
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
氏
名
及
び
住
所
又
は
居
所
）
並
び
に
そ
の
者
が
同
日
に
お

し
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
氏
名
及
び
住
所
又
は
居
所
）
並
び
に
そ
の
者
が
同
日
に
お

い
て
有
す
る
財
産
の
種
類
、
数
量
及
び
価
額
並
び
に
債
務
の
金
額
そ
の
他
必
要
な
事

い
て
有
す
る
財
産
の
種
類
、
数
量
及
び
価
額
並
び
に
債
務
の
金
額
そ
の
他
必
要
な
事

項
を
記
載
し
た
調
書
（
以
下
「
財
産
債
務
調
書
」
と
い
う
。
）
を
、
そ
の
年
の
翌
年

項
を
記
載
し
た
調
書
（
以
下
「
財
産
債
務
調
書
」
と
い
う
。
）
を
、
そ
の
年
の
翌
年

の
六
月
三
十
日
ま
で
に
、
そ
の
者
の
所
得
税
の
納
税
地
の
所
轄
税
務
署
長
に
提
出
し

の
三
月
十
五
日
ま
で
に
、
そ
の
者
の
所
得
税
の
納
税
地
の
所
轄
税
務
署
長
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
同
日
ま
で
に
当
該
財
産
債
務
調
書
を
提
出
し
な
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
同
日
ま
で
に
当
該
財
産
債
務
調
書
を
提
出
し
な
い

で
死
亡
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

で
死
亡
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
～
四

省

略

一
～
四

同

上

２

相
続
開
始
年
の
年
分
の
前
項
各
号
に
掲
げ
る
申
告
書
に
記
載
す
べ
き
総
所
得
金
額

２

相
続
開
始
年
の
年
分
の
前
項
各
号
に
掲
げ
る
申
告
書
に
記
載
す
べ
き
総
所
得
金
額

及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
が
二
千
万
円
を
超
え
、
か
つ
、
相
続
開
始
年
の
十
二

及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
が
二
千
万
円
を
超
え
、
か
つ
、
相
続
開
始
年
の
十
二

月
三
十
一
日
に
お
い
て
そ
の
価
額
の
合
計
額
が
三
億
円
以
上
の
財
産
又
は
そ
の
価
額

月
三
十
一
日
に
お
い
て
そ
の
価
額
の
合
計
額
が
三
億
円
以
上
の
財
産
又
は
そ
の
価
額

の
合
計
額
が
一
億
円
以
上
の
国
外
転
出
特
例
対
象
財
産
を
有
す
る
相
続
人
は
、
相
続

の
合
計
額
が
一
億
円
以
上
の
国
外
転
出
特
例
対
象
財
産
を
有
す
る
相
続
人
は
、
相
続

開
始
年
の
年
分
の
財
産
債
務
調
書
に
つ
い
て
は
、
そ
の
相
続
又
は
遺
贈
に
よ
り
取
得

開
始
年
の
年
分
の
財
産
債
務
調
書
に
つ
い
て
は
、
そ
の
相
続
又
は
遺
贈
に
よ
り
取
得

し
た
財
産
又
は
債
務
（
第
四
項
及
び
次
条
第
二
項
に
お
い
て
「
相
続
財
産
債
務
」
と

し
た
財
産
又
は
債
務
（
次
条
第
二
項
に
お
い
て
「
相
続
財
産
債
務
」
と
い
う
。
）
を

い
う
。
）
を
除
外
し
た
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
項
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る

除
外
し
た
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
項
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
の
財
産
」
と
あ
る
の
は
「
の
財
産
（
相
続
又
は

に
お
い
て
、
同
項
中
「
の
財
産
」
と
あ
る
の
は
「
の
財
産
（
相
続
又
は
遺
贈
に
よ
り

遺
贈
に
よ
り
取
得
し
た
財
産
（
相
続
開
始
年
に
取
得
し
た
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の

取
得
し
た
財
産
（
相
続
の
開
始
の
日
の
属
す
る
年
に
取
得
し
た
も
の
に
限
る
。
以
下

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
除
く
。
）
」
と
、
「
権
利
を
い
う
。
次
項
及
び
次
条
第
二

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
除
く
。
）
」
と
、
「
権
利
を
い
う
。
次
項
及
び
次
条

項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
」
と
あ
る
の
は
「
権
利
を
い
い
、
相
続
又
は
遺
贈
に
よ
り

第
二
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
」
と
あ
る
の
は
「
権
利
を
い
い
、
相
続
又
は
遺
贈
に

取
得
し
た
財
産
を
除
く
」
と
す
る
。

よ
り
取
得
し
た
財
産
を
除
く
」
と
す
る
。

３

所
得
税
法
第
二
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
居
住
者
（
第
一
項
（
前
項
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

規
定
に
よ
り
財
産
債
務
調
書
を
提
出
す
べ
き
者
を
除
く
。
）
は
、
そ
の
年
の
十
二
月

三
十
一
日
に
お
い
て
そ
の
価
額
の
合
計
額
が
十
億
円
以
上
の
財
産
を
有
す
る
場
合
に

は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
財
産

債
務
調
書
を
、
そ
の
年
の
翌
年
の
六
月
三
十
日
ま
で
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の



区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
場
所
の
所
轄
税
務
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
を
準
用
す
る
。

一

そ
の
年
分
の
所
得
税
の
納
税
義
務
が
あ
る
者

そ
の
者
の
所
得
税
の
納
税
地

二

前
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者

そ
の
者
の
住
所
地
（
国
内
に
住
所
が
な
い
と
き

は
、
居
所
地
）

４

相
続
開
始
年
の
十
二
月
三
十
一
日
に
お
い
て
そ
の
価
額
の
合
計
額
が
十
億
円
以
上

の
財
産
を
有
す
る
相
続
人
は
、
相
続
開
始
年
の
年
分
の
財
産
債
務
調
書
に
つ
い
て
は

、
相
続
財
産
債
務
を
除
外
し
た
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
項
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
の
財
産
」
と
あ
る
の
は
、
「
の
財
産
（

相
続
又
は
遺
贈
に
よ
り
取
得
し
た
財
産
（
相
続
開
始
年
に
取
得
し
た
も
の
に
限
る
。

）
を
除
く
。
）
」
と
す
る
。

５

第
五
条
第
一
項
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含

３

第
五
条
第
一
項
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
国
外
財
産
に
係
る
財
産
債
務
調
書
に

む
。
）
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
国
外
財
産
に
係
る
財
産
債
務
調
書
に

記
載
す
べ
き
事
項
（
当
該
国
外
財
産
の
価
額
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
（

記
載
す
べ
き
事
項
（
当
該
国
外
財
産
の
価
額
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
（

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
三
項
（
前

前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

ず
、
当
該
財
産
債
務
調
書
へ
の
記
載
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

、
当
該
財
産
債
務
調
書
へ
の
記
載
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

６

第
二
項
及
び
前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
財
産
の
所
在
及
び
価
額
に
関
す
る

４

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
財
産
の
所
在
及
び
価
額
に
関
す
る
事
項
そ
の
他

事
項
そ
の
他
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で

第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

定
め
る
。

（
財
産
債
務
に
係
る
過
少
申
告
加
算
税
又
は
無
申
告
加
算
税
の
特
例
）

（
財
産
債
務
に
係
る
過
少
申
告
加
算
税
又
は
無
申
告
加
算
税
の
特
例
）

第
六
条
の
三

第
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
財
産
（
前
条
第
五
項
の
規
定

第
六
条
の
三

第
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
財
産
（
前
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
財
産
債
務
調
書
へ
の
記
載
を
要
し
な
い
国
外
財
産
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
及

に
よ
り
財
産
債
務
調
書
へ
の
記
載
を
要
し
な
い
国
外
財
産
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
及

び
次
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
債
務
に
関
し
て
生
ず
る
所
得
で
政
令

び
次
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
債
務
に
関
し
て
生
ず
る
所
得
で
政
令

で
定
め
る
も
の
に
対
す
る
所
得
税
（
次
項
に
お
い
て
「
財
産
債
務
に
係
る
所
得
税
」

で
定
め
る
も
の
に
対
す
る
所
得
税
（
次
項
に
お
い
て
「
財
産
債
務
に
係
る
所
得
税
」

と
い
う
。
）
又
は
財
産
に
対
す
る
相
続
税
に
関
し
修
正
申
告
等
が
あ
り
、
国
税
通
則

と
い
う
。
）
又
は
財
産
に
対
す
る
相
続
税
に
関
し
修
正
申
告
等
が
あ
り
、
国
税
通
則

法
第
六
十
五
条
又
は
第
六
十
六
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
提
出
期

法
第
六
十
五
条
又
は
第
六
十
六
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
提
出
期

限
（
前
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
提
出
期
限
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
内

限
（
前
条
第
一
項
の
提
出
期
限
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
内
に
税
務
署
長

に
税
務
署
長
に
提
出
さ
れ
た
財
産
債
務
調
書
に
当
該
修
正
申
告
等
の
基
因
と
な
る
財

に
提
出
さ
れ
た
財
産
債
務
調
書
に
当
該
修
正
申
告
等
の
基
因
と
な
る
財
産
又
は
債
務

産
又
は
債
務
に
つ
い
て
の
前
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
記
載
が
あ
る
と

に
つ
い
て
の
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
記
載
が
あ
る
と
き
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

き
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

２

第
六
条
第
三
項
及
び
第
四
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
財

２

同

上



産
債
務
に
係
る
所
得
税
に
関
し
修
正
申
告
等
（
死
亡
し
た
者
に
係
る
も
の
を
除
く
。

）
が
あ
り
、
国
税
通
則
法
第
六
十
五
条
又
は
第
六
十
六
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場

合
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
に
つ
い
て
準
用
す

る
。

一

省

略

一

同

上

二

前
条
第
三
項
（
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
り
税
務
署
長
に
提
出
す
べ
き
財
産
債
務
調
書
に
つ
い
て
提
出

期
限
内
に
提
出
が
な
い
場
合
（
当
該
財
産
債
務
調
書
の
提
出
期
限
の
属
す
る
年
の

前
年
の
十
二
月
三
十
一
日
に
お
い
て
相
続
財
産
債
務
を
有
す
る
者
（
そ
の
価
額
の

合
計
額
が
十
億
円
以
上
の
財
産
で
相
続
又
は
遺
贈
に
よ
り
取
得
し
た
財
産
以
外
の

も
の
を
有
す
る
者
を
除
く
。
）
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
が
な
い
場
合
を
除
く
。
）

三

省

略

二

同

上

３

省

略

３

同

上


